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すので、５ページをお開きください。 

 初めに、歳入でございます。７款１項一般会

計繰入金は、２目地域支援事業繰入金について

介護予防・日常生活支援総合事業分として48万

8,000円を増額し、３目その他一般会計繰入金

について総務管理費分として44万3,000円を追

加計上するもので、この結果、１項一般会計繰

入金の補正額は93万1,000円となりました。 

 ８款１項繰越金は、540万4,000円補正するも

のです。 

 ６ページをごらんください。次に歳出でござ

いますが、このたびの補正は、介護保険法制度

改正及び介護報酬改定による第６期介護保険計

画策定関係業務量の増大に対応し、１款１項総

務管理費、１目一般管理費では、定時補助職員

の共済費及び賃金を44万3,000円増額し、３款

１項介護予防・日常生活支援総合事業費では、

職員の時間外勤務手当48万8,000円をそれぞれ

増額するものでございます。 

 ５款１項償還金及び還付加算金は、事業額確

定による過年度分の償還金を介護給付費負担金

等償還金として540万4,000円増額するものでご

ざいます。 

 以上でございます。よろしくご審査賜ります

ようお願いいたします。 

 

 

 平成２６年度長井市各会計補正予算 

 案に関する総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ここで、総括質疑の発言通告がありますので、

ご指名いたします。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 議席番号14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 おはようございます。

私は市民生活の向上を願いながら総括質疑を行

います。通告をしております２点について質問

を申し上げますので、明快な答弁をいただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、平成25年度繰越明許費による

事業と平成26年度事業の進捗についてです。 

 この問題については、本年３月定例会予算特

別委員会でお伺いをいたしましたが、現実的に

は平成26年度の事業執行９カ月を過ぎようとし

ているわけですが、現時点での各種建設事業が

どのような進捗状況にあるのかを中心に再度お

伺いをしたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 平成26年度に平成25年度繰越明許費として繰

り越されたのは23件、11億5,296万2,550円で、

そのうち建設改良事業と思われるものは19件、

10億8,937万8,000円ということになると思いま

す。そして、平成26年度の当初予算では、建設

事業は106件、13億7,174万円という数値になっ

てきているわけです。加えて、ことしは７月に

豪雨災害が２年連続で発生をしております。そ

の災害復旧工事なども出てきたわけです。こう

いった状況を確認をしながら、以下お伺いをし

たいと思います。 

 第１点目は、おのおのの事業の進捗状況はど

うなっているのかについて、財政課長にお伺い

をいたします。 

 先に申し上げました平成25年度の繰越明許費

による建設改良事業、あるいは平成26年度当初

予算に計上されております各種建設事業、そし

て７月の豪雨災害等の復旧事業等はどのような

進捗になっているのかお聞かせをいただきたい

と思います。 

○蒲生光男委員長 齋藤環樹財政課長。 
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○齋藤環樹財政課長 お答え申し上げます。 

 まず、平成25年度の繰越明許事業の方でござ

いますが、議員お尋ねのとおり、一般会計では

23事業、それから公共下水道事業で１事業、浄

化槽特別会計事業で１事業ございます。事業所

管課等に確認させていただきましたところ、い

ずれも既に事業完了済みか、あるいは年度内に

完了する見込みであるということでございます。 

 なお、繰越明許事業につきましては、事務手

続上、基本的に再度の繰り越しはあり得ないと

いうことでございますので、まずは優先して事

業の執行に努めるようお願いしているところで

ございます。 

 それから、平成26年度の事業、こちらのほう

は一般会計ベースで申し上げますけれども、普

通建設事業費につきましては、補正後、第７号

までのところで15億円ほどございます。それか

ら災害復旧事業費、７月の豪雨災害ございまし

たので、災害復旧関係事業費が７号までのとこ

ろで３億6,350万円ほどございます。こちらに

つきましても事業所管課に確認いたしましたと

ころ、大部分の事業については何とか年度内に

事業完了できる見込みであるというようなこと

ではございますが、現在のところ、特に災害復

旧事業等で４事業ほど繰り越しせざるを得ない

可能性があると聞いているところでございます。

中身につきましては、農地あるいは林道の災害

復旧工事などがございまして、冬期工事を含ん

でくるということで、工期面での制約等もござ

いますので、ある程度いたし方ないものがある

のかなと考えているところでございます。 

 ただ、２年続きの豪雨災害に伴いまして、災

害復旧事業など突発的な対応を行っていただい

ておりますけれども、事業所管課を中心にさま

ざまな調整を図っていただきまして、何とか全

体としてはおおむね予定どおり事業を執行して

いただけるものと考えているところでございま

す。以上でございます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ありがとうございまし

た。 

 すごいとしか言いようがないんですけど、私

の感覚でいえば。 

○蒲生光男委員長 髙橋さん、ちょっと近づけて

お願いいたします。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ごめんなさい。聞こえ

るでしょうか。 

 すごい量のこの事業量をこなされたんだなと

いうふうに改めて思います。 

 今、財政課長のお話では、それでも残念だけ

れども、災害関係で27年度に繰り越さざるを得

ない部分はあるかもしれないというお話でした

けれども、再度お伺いをしますが、その額はど

れくらいを見込んでおられるのかお聞かせいた

だきたい。 

○蒲生光男委員長 齋藤環樹財政課長。 

○齋藤環樹財政課長 額につきましては、ちょっ

とあれですが、事業名といたしましては、農

地・農業用施設災害復旧事業の単独分とか、林

道災害復旧事業の補助単独分、あるいは建設課

の金井神線等々４事業ほどということで、ちょ

っと今、手元に何万何千円までの資料は持ち合

わせておりません。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 はい、わかりました。

後ほどお聞かせをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 大変好ましいというか、そういう状況なわけ

ですけれど、私ちょっと腑に落ちないところが

１点あるんです。そこについてちょっとお伺い

をしたいと思いますが、社会資本整備総合交付

金事業というふうに言われてる事業が平成25年

度の繰越明許費の中では数多く繰り越しされた

と私は記憶をしています。たしか９件ほどあっ

たんだと思います。 

 この事業というのは、いわゆる都市再生整備



 

―１２４― 

事業にかかわるもので、これまでなかなか実施

できなかった、あるいは展開できなかった消雪

道路の新設などを含む各種道路改良事業も幾つ

かあったと感じています。これらの道路改良事

業も順調に年度内完了という見込みとなってい

るのでしょうか。もう一度お聞かせください。 

○蒲生光男委員長 齋藤環樹財政課長。 

○齋藤環樹財政課長 全体としてのお話というこ

となんですけれども、個別の工事、事業等につ

いては、予定より若干遅れている所もあるかと

は思いますけれども、所管課等に確認しました

ところ、年度内には何とか、基本的には先ほど

申し上げました事業等を除いて執行できるもの

と考えているということでございました。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 繰越明許された部分で社会資本整備総合交付

金事業の中に幸町中道線の道路改良工事がある

わけですけれど、私は、この部分の道路改良工

事については、いつから始まるのかなというこ

とで、できるだけ気をつけて見ているつもりな

のですが、どうなっているんでしょうかね。具

体的な動きが見えないんですけれども、これで

も年度内完了できるということになるのでしょ

うか。これ決して生なかな工事ではないと私は

理解をしてるんですが、消雪のところまではい

かないけれど、しかし、それを含めた道路改良

事業を展開をするというふうに私どもはお聞き

をしてるわけですが、雪降っていて、これから

大丈夫ということになりますか。あそこはいろ

いろ問題があって、道路の高低差はあるしとい

うふうに私は感じてるわけですけれども、そこ

はどうなのでしょうか。市長にお答えいただい

て、振っていただいてお願いしたいと思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 詳細につきましては、まち・住

まい整備課長のほうに答弁いたさせますが、私

の理解では、ここの市道幸町中道線の道路改良

については今年度の事業でありまして、明許繰

越ではないというふうに思ってますが。ああ、

そうですか。 

 ただ、25年度の補正ということでありまして、

本来補正であれば、通常はどうしても年度当初

のやつですと夏以降に発注するというケースが

多いんですけども、今回はそれより早く発注で

きてればよかったと思うんですが、ちょっとそ

このところが遅れてしまったのかなというふう

に思いますけれども、工事そのものは、市道東

側に延長100メートルほどの側溝を整備すると

いうことでありますので、これから冬場の工事

になるんではないかなと思っているところでご

ざいまして、予定どおり終了するというふうに

聞いているところです。 

 詳細については、まち・住まい整備課長から

答弁いたさせます。 

○蒲生光男委員長 鈴木一則まち・住まい整備課

長。 

○鈴木一則まち・住まい整備課長 髙橋委員のご

質問にお答えいたします。 

 今年度の予定区間は、側溝整備と舗装新設と

いうことで100メートルほどでございます。 

 今回工事の進捗がなかなか見えないというこ

とですが、実は境界立ち会いの関係でいろいろ

と不確定な部分がちょっとございまして、そち

らのほうの確定要素を確認をするという作業が

少し手間取ったということと、このように降雪

というふうなこともございまして、工期的には

３月まで、今回20日ごろまでに終了するという

ような年度内工期にしているところでございま

す。 

 ですので、具体的に工事が見えないという部

分につきましては、そのような事情がございま

した。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 ３月20日ぐらいまでにはできるという見込み
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だというお話でしたから、それは私は信じます

し、順調に展開をしてほしいなというふうに思

うわけですので、よろしくお願いをします。 

 第２点目ですが、業種によっては通常業務に

影響が出ているのではないかという点について、

財政課長にお伺いをいたします。 

 私は特に除雪事業など市民が通常に生活をす

る上で欠くことができない事業というのは多い

わけですけれども、これらも並行して順調に展

開されているということになるのでしょうか。

お聞かせいただきたいと思います。 

○蒲生光男委員長 齋藤環樹財政課長。 

○齋藤環樹財政課長 お答えいたします。 

 今、例えばということで、防雪柵の開設等を

含めた除雪等の準備作業ということでございま

したが、所管の建設課のほうにお聞きしたとこ

ろ、防雪柵の準備を含めて、市道の路線に係る

除雪体制につきましては予定どおり準備は完了

してるというようなことでございます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ありがとうございまし

た。 

 雪が先週からもう降り続いてきているわけで

すけれども、準備のための各種作業というのは、

私が見る範囲で順調ではないなと実は感じてき

たんです。雪が降ってるにもかかわらず、防雪

柵の組み立て工事がまだ終わらないであるとか

という路線があるわけです、現実的にね。そう

いうところに私はしわ寄せがいってないなべか

なというふうに思うんです。 

 だから、平成25年度のいわゆる繰越明許費の

事業を展開をする、26年度当初予算でこれも今

までより多くの事業を展開をするということが

優先をされるということで、逆に通常の各種業

務に支障が出てはいないかという心配はあるわ

けです。それは今、財政課長が大丈夫だという

ふうなことですから、私は安心しますけれど、

全て全部が準備万端でというふうになってる状

況ばかりではないということだけ申し上げてお

きたいというふうに思います。 

 私は、これまでと比較して多くの事業が実際

はこの市内で展開をされているわけですけれど、

ちょっと心配なところがあるんです、付随をし

て。 

 例えばの話で申し上げますけれど、今年西根

小学校の大規模改修工事で、現場作業員が作業

中に転落をして死亡するという事故が起きたこ

とはご案内のとおりです。昨年も長井小学校体

育館新築工事では転落事故が起きました。いず

れも、長井市と契約をしている事業者の社員で

はない、いわば下請あるいは孫請というふうに

言われてる社員が犠牲になっているわけですけ

れど、その実態というのは聞いてみてちょっと

びっくりです。 

 長井市内ではなくて、ほかの自治体の業者あ

るいは県外の業者などが実際の仕事を展開をし

ているという、そういう事態というのは無理入

っていないのかというところが心配なわけです。

それぞれの建設事業は、ひょっとしたら綱渡り

で展開されてはいないかということも感じられ

るわけです。 

 ここは市長、どういうふうに捉えておられる

のか、率直なところをお聞かせをいただきたい

し、安全管理などの面で支障が出てないかお聞

かせをいただきたいと思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 私の理解ですと、大体平成10年ごろをピーク

に、これは国全体の公共事業、地方自治体も含

めてでございますが、約半数になっております。

15年前ですね。そこから長井市内の建設関係の

企業も大分減ってきてしまったと。一方で、東

日本大震災とそれから東京オリンピックの特需

によって大分、髙橋委員がご指摘のとおり、建

設業界のほうは超繁忙をきわめてるということ

でございます。 
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 一方、長井市内で見ますと、確かに業者さん

は減ってるんですが、じゃあこの間、長井市の

公共事業って、市の関係ですけども、非常に少

なかったわけです。一方で国と県の公共事業は、

長井ダムあるいは道路関係も含めて、そんなに

減ってないで、むしろ逆に増えてきたと。市の

仕事が少なかったんだというふうに私は思って

おります。 

 今から10年ほど前ぐらいによく聞いたのは、

長井市内の建設関係の業者さんのほうは、仕事

が少ないということで県外とかあるいは県内の

下請、孫請に大分行ってたと。そういうふうに

して今まで何とか頑張ってこられたんじゃない

のかなと。それが長井市のほうで仕事が例年よ

り、ここ一、二年多いとしても、それが、こう

いう言い方、ちょっと私の感覚的なものですが、

受けられる能力をオーバーしてるというふうに

は見ておりません。それが証拠に、県内の例え

ば建設関係の入札が不調であったりとか、ある

いは一般競争入札に応募がなかったりというこ

とのケースは、長井の場合はほとんど見られな

い。 

 ところが、置賜でも米沢中心にいろんなとこ

ろ見られますし、県内ではもっとあるわけです

ね。そういった意味でいえば、確かに仕事は増

えたんですが、それによって、むしろ今まで大

手とか大きい企業しかとれなかったものが、災

害も含めてですけども、比較的小規模のものか

ら中規模、大規模と、そういう意味では満遍な

く市内の建設関係の企業の皆さんについては仕

事をしていただいてるのかなというふうに思っ

ております。ただし、髙橋委員おっしゃるよう

に、だからといって支障がないということはな

いと思います。 

 あと防雪柵については、私は県道とか国道で

すね、それは大分遅れてるのは気づいてますが、

市道関係は割と順調に来たんじゃないかなと。

市道の防雪柵ってあんまりないんです。ほとん

ど県道、あと国道……。ああ、あそこが遅れて

るわけですか。はい、その辺遅れてるところも

あるかと思いますが、ここ二、三年は、特に東

日本大震災以降はちょっと防雪柵も遅れてる所

があるかと思いますが、その辺のところはでき

るだけ優先してしてもらえるようにお願いして

まいりたいと思います。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 ちょっと質問に対する答弁が漏れてますけれ

ど、安全対策というところがどうなのかという

ところ、ちょっとふれていただきたいと思いま

すが、もう一つだけ言わせてください。 

 市長言われるように、例えば米沢なんかは本

当に、入札すっから皆さん来てくださいつった

って誰も来ねえっていう状態があって、もう担

当者を含めてかなり大変な状況になってるわけ

ですけども、それは長井にはないということは

ちょっと安心をさせていただきました。それは

それでいいと思います。 

 その安全対策の関係と、もう一つ私申し上げ

たいのは、平成26年度というのはちょっとどう

なるかわからないんですね。これから国が新た

にまた景気対策のために大型補正なんて動きに

なるのかどうかというのはちょっと不明で、こ

こ２年間みたいに、年度末に補正をして、ほと

んどがそれを繰り越すなんていうことはあるか

どうかわからない状況ですけれど、地方という

のは、この間は正直言えば、来る者拒まずで今

までやれなかった部分もあって、それをほとん

ど受け入れてきたわけですね。そういうだけど

流れというのは少し考えていかないと、あるい

は整理をしていかないと地方は大変になるので

はないかなというふうに私は感じているんです。 

 いろんな市民が要望してる、あるいは地域が

求めてる事業が具体化をされるということは喜

ばしいわけですけれども、だからといって無原

則にそれをずっと受け入れるというふうなこと
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にはならないのではないかというふうに思うん

です。 

 具体的に申し上げますが、３点目に入ってる

わけですけれど、果たして担当の職員などは現

場にきちんと行って管理監督、指揮も含めて、

することができているのかというところはやっ

ぱりチェックをしなきゃいけないのだと私は思

うんです。現場との意思疎通が本当にやられて

いるのか、きちんと管理監督すること、あるい

は発注どおりに建設工事が展開をされているこ

とをチェックできる体制ができているのかとい

うことなどを考えると、果たしてどうなのかと

いうところを私は少し疑問なんです。 

 今回、12月定例会に職員の時間外勤務手当

1,327万円が計上されているわけですけれども、

このこともちょっと心配の一つなんです。きち

っとした対応ができるのか、無理は入っていな

いのかというところを心配をするわけですけれ

ども、現状どうなのか。この辺について市長の

考え方、捉え方などをお聞かせをいただきたい

と思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先程は大変申しわけありません、

安全対策等についての答弁が漏れておりました。 

 髙橋委員からご指摘あった小学校の体育館な

り、あるいは大規模改修あるいは耐震化であり

ますけれども、建築の工事でございます。 

 土木については、まだまだ実は私は長井市内

の企業は受けられる能力は十分にあると。まだ

まだ受けられる、十分にあると。それをよく聞

くのは、本当にもう下請とか例えば孫請、県外

に相当行っております、今までは。その部分が

地元から出るということで、元請でとれるとい

うことから、非常に私は土木関係の仕事がふえ

たということもあって、建設業界のほうはある

程度安定した雇用とか、あるいは今後の見通し

的にも少し一息ついてるところではないのかな

というふうに思ってます。 

 一方で建築については、よく言われてるのは、

これは一般論でありますけれども、東日本大震

災の関係で特にとび職とか特殊のいわゆる職人

さんが非常に少なくなってると。しかも、よく

聞くのは、全国から宮城県中心にそういう職人

さんが集まって、山形県の中で建築工事をする

場合は労務単価がもう相当はね上がったと。あ

と、ご承知のとおり建設物価がかなりアップし

たと。４割も５割もアップしてるということも

あって、いわゆる建築のほうの職人の方という

のは、先程言いましたように、この15年間ぐら

いで、高齢化ということもあるんでしょうけど

も、いわゆる後継者が育たなかったということ

で、極端に県内はそういうとび職も含めた人た

ちが少ないんだというふうに伺っております。 

 そんなことで、受けてくださるところが県外

ということで、工期の中に負わさざるを得ない

と。じゃあ、それがないから建設工事しなくて

いいかというと、まずやっぱり耐震化であった

り、あるいは老朽化した大規模改修であったり、

建築のほうはかなり大変だなというふうに私は

見ておりますので、そこのところは、より市内

の、特にこれからも教育施設は計画どおりどん

どんやっていきたいと思っておりますので、安

全管理については万全を期してもらうように申

し上げていきたいというふうに思っております。 

 ２点目の時間外がふえてるということですが、

これは、繰越明許とあと補正、国の大型補正の

関係はこれ当然ないとは言えないと思います。

しかし、一番多いのは、私聞いておりますのは、

やっぱり災害です。これ災害はすごかったです

よ。私自身も、やっぱり被災された皆さんとい

うのは、もう一刻も早く、特に今年の場合も７

月でございました。ということは、通常は今ま

で、７月というのもあるんですが、台風の期間、

８月、９月が多いんですよね。その前にこれ出

たので、まず大至急しないと、また２次、３次

の被害が出るんじゃないかということで、これ
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はもうてんてこ舞いです。昨年も同じです。 

 なおかつ、特に今回繰越明許せざるを得なか

った単独分なんていうのは、林道の奥なんです

よ。これは地元の人だって入ったことない所を

おまえら行けと、見てこいと、すぐ直せと、こ

ういうことですから、これは時間外せざるを得

ないということでありまして、私は通常の工事

でというのは、今余りありません。というのは、

自分たちで設計とか管理というのはもう今して

おりませんので、20年ぐらい前からはもうどん

どんどんどん外注で、技師も少なくなったとい

うこともあって、そういった面では大分、公共

事業の工事のやり方は変わってきたと。 

 ただし、その管理をする技師が少なかったも

んですから、それについては去年、おととし、

そして今年も、退職されて少なくなっておりま

すので、そういった技師を、専門家を採用して、

できるだけ時間外を減らすように、やっぱりで

きるだけ専門的に対処できるように、これから

努力してまいりたいというふうに思ってます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ちょっと誤解のないよ

うに申し上げておきますが、1,327万円の時間

外が多過ぎるとか少な過ぎるというレベルで申

し上げてるんじゃないんです。これはもうやっ

た分は払わなきゃいけないわけだから、それは

当然にしてこの補正はあり得るんですよ。 

 その原因も、市長おっしゃるように通常の業

務での時間外もあるでしょうけれど、プラスし

てことしは60周年というのもあったし、そうい

うことが関連をするんだと思います。もちろん

災害もありました。そのことをどうこう言うつ

もりはないのですが、しかし、ある人に集中を

したり、仕事の中身が担当者にずっとかぶさっ

ていったりということはやっぱり避けなきゃい

けない。 

 私は先程申し上げましたけれども、自治体が

これまでみたいに、国からどんどんどんどん景

気対策をしろと、公共事業を中心とした景気対

策をしなさいと、これぐらいのお金やるから頑

張れというふうに言われても、やっぱり自治体

は少し整理をしながら、判断をしながら対応し

ていがんないんでないかというそういう考え方

を私は持っているんです。 

 やっぱり自分のところでどういうふうにだっ

たらできるのかということも含めて判断をして

いくということが、これから求められてくるん

だろうなというふうに思うんです。 

 私、言ってること、とっても矛盾だなと、国

会もそうですし、選挙の演説なんかでも思うん

ですけれども、仕事しろと言って、一方で地方

は、ちょっとこの間、豊かだから、人ももっと

削れとみたいなことを言ってるわけですね。こ

んな矛盾した話はないなと私は思ってるんです

けれども、そういうことってちゃんと整理して

いかないと、これからの自治体の経営っていう

か運営っていうか、そこは私は大変になるとい

う思いでいるんですけれども、そこについては

どうお考えでしょうか、お聞かせをいただきた

いと。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員おっしゃるのもよくわ

かります。ただ、私としてはやはり地元のご要

望はできるだけ早く応えたい。一方で５年、10

年のスパンで考えていきますと、当然公共事業

はもっともっと減らされると思ってます。それ

は市民の皆様も、非常にこういう言い方は失礼

ですけども、自分の所は早くしてもらいたい、

だけど自分が関係ない所はしなくてもいいだろ

うというふうに概して思ってらっしゃる。それ

は、いわゆる中央のマスコミが言っている公共

事業は無駄だということから来てるんですね。 

 ですから、例えばこれから必要とされる大型

の公共事業、文化会館とかいろいろあるんです

が、これどういうふうにしていくかですけども、

文化会館をよく使われる方はどうしてもしなき
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ゃいけない、ところが、余り使わない人は必要

ないんじゃないか。一方で、体育スポーツ施設

を頻繁に使われる方はやっぱり何としても早く

してほしい、ところが、あんまり使わない方は

そんなもの要らないだろうと。と同じように、

身の回りの生活環境整備も自分の所はしてもら

いたいけど、ほかの所は必要ないだろうと、こ

ういう矛盾があります。 

 でも、国は明らかにどんどんどんどん減らし

てますので、そういうふうに考えますと、要望

しても、多分これからもっと厳しくなるんだろ

うと。今までは、先程の幸町の市道の改良の話

があったんですが、ああいう工事は３割ぐらい

しかつかないんですね。大体10本ぐらい上げた

いんですけども、何とか県のほうと調整して５

本ぐらいにしろと。上げてやっても３割しかつ

かないと。それをもっと減らされるというふう

に見ております。もう現に来年あたりは減らさ

れるんじゃないかと。 

 そうしますと、私どもとすれば、特に長井市

は公共事業をずっと減らしてきましたので、予

算をつけてもらえるうちにしていかないとだめ

だと。じゃないと単独になるわけですよ、全部、

単独起債で。これをやってしまったら、また財

政的に厳しくなりますので、そういった意味で

は非常に矛盾ですけども、できるだけそういっ

た職員の体制などもきちっと対応できるような、

できる限りの努力をして、有利なそういった補

正債、恐らくまた26年度補正も出るんじゃない

かと思っておりますので、そういったものも現

場の担当課と相談しながら、できるだけ厳選し

ながら受けていかざるを得ない面もあると思っ

ております。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 目配りしていただいて

対応をお願いをしたいと思っております。 

 質問の第２についてお伺いをいたします。か

わと道の駅、観光交流センターについてお伺い

をします。 

 この間、産業・建設常任委員会と全員協議会

に観光交流センター運営計画案と観光交流セン

ター実施設計についてとする考え方が示されて

います。かわと道の駅運営計画策定作業につい

てという資料では、これまでのプロジェクトの

活動や論理の整理、目指す道の駅の定義を再確

認したとしてるようですし、私は２回説明を聞

いておりますが、しかしこれらの説明でちょっ

と整理できないところもあるので、以下項目に

沿ってお聞かせをいただきたいと思います。 

 第１点目は、運営形態を明確にしてほしいと

いうことです。私はこれまで、観光交流センタ

ーを運営していくのは１つの組織でというふう

に考えてきました。総合的な運営管理はもちろ

ん、地場産品の直売所経営も一体で展開をする

組織として１つの会社なり、あるいは法人が総

合的に展開をしていくものではないかと考えて

きましたけれど、どうも説明を聞いているとそ

うではないようです。 

 観光交流センター運営計画案で示しているか

わと道の駅の機能では、１つは観光案内と交流

機会の創出をする機能と、２つは物産販売と農

産物等の直売の機能の２つがあって、それぞれ

の機能を実際に進めていく組織はそれぞれに違

うということになると感じておりました。 

 まち・住まい整備課長、こういう捉え方でま

ず間違いないのでしょうか。 

 そして、この２つの組織っていうのは具体的

にはどういうもので、どう相互に関係をしてい

くものなのか、ちょっと整理をしてお聞かせを

いただきたいと思います。 

○蒲生光男委員長 鈴木一則まち・住まい整備課

長。 

○鈴木一則まち・住まい整備課長 お答えいたし

ます。 

 今の運営の中身については、かわと道の駅の

運営案についてのプロジェクトのほうで計画し
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ておりますけども、私のほうでお伺いをしてい

る部分については、一体的な部分で受けといい

ますか運営をするという考え方には変わりはな

くて、その中で部門的な部分では、そういう特

殊な業種として専門的にできるような業種をそ

の運営する側として入れて運営するというふう

な考え方も一つはあるだろうというふうなこと

で検討されてるということでお伺いをしてると

ころでございます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 そうですか。この観光

交流センターの運営計画案を見ると、この６ペ

ージでは、先程申し上げたように機能の一つと

していろんなことが言われているわけです。こ

れを具体的にするのと、その次のページ、７ペ

ージは、２つ目の機能としての物産販売と農産

物等の直売の機能があるのだということで、一

番最初の機能をつかさどるのは観光交流センタ

ー総体の運営をつかさどるところであって、２

番目のところについては、２つ目の機能を具体

的に展開をするところというのは、観光交流セ

ンターの建物の中の一つのテナントとして、業

者として入るのだという、私はそういう理解で

いるのですけれど、違うんですか。 

○蒲生光男委員長 鈴木一則まち・住まい整備課

長。 

○鈴木一則まち・住まい整備課長 考え方とすれ

ば、とにかく運営母体は１本、あくまでも。そ

の中に運営上の管理の必要から、この施設の趣

旨といいますか、制度の趣旨の中で、例えば物

産館とか菜なポートが今現在行ってますけども、

そういうふうな形態の中で市内業者から買い取

ったり、あと委託販売などというふうな形です

るというようなことも想定もされていますし、

例えば物産部門とかそれから直売部門をテナン

トといいますか、そこを運営していただく会社

に入っていただくというふうな、そういうふう

な考え方もできるというふうにも検討してると

いうふうにしてます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 理解が進まないんです

けど、私がさっき申し上げたようなところで進

むのだというふうに思ったんで、母体として１

つだというふうなことは、切り離されたのだと

私は理解をしたんです。 

 こういうことが言われてるわけですが、第一

の機能を、観光交流センターの観光案内と交流

機会の創出をしていくというそういう組織とい

うのは、説明では、ここはもうけを生むところ

ではありませんよと。運営に必要なそこそこの

利益があればいいんですということで説明をさ

れたと私は理解をしています。そういうふうに

言われましたけど、私は率直にそのイメージが

できない。 

 ちょっと市長にお伺いしたほうがいいんでし

ょうか。この第一の機能を担う組織というのは、

具体的にこれからどこが担えばいいと考えてお

られるのかというのが第１です。 

 もう一つは、説明で言われる運営に必要なそ

こそこの利益があればいいと、じゃあそのそこ

そこの利益というのもそうですけど、運営費っ

てどれくらい見でんなやと。そのための利益、

いわば財源というのは一体どこに求めて、この

会社だかどうだかわかりませんけれど、その組

織というのは運営することになるのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 このプロジェクトのほうのたた

きの案については、私のほうから何も意見は申

し上げておりません。あくまでも庁内でつくっ

たプロジェクトの案、これを市民の皆様からい

ろいろご意見をいただいて、そして議会からも

ご意見をいただいて最終的にまとめていくとい

うことですが、基本的には公設民営だというこ

とはご承知だと思います。市のほうで設置して、

運営は指定管理者ということで委託すると。指
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定管理者ということで全部受けてもらうという

格好ですね。 

 基本的には指定管理料というのは、これいろ

いろ想定しなきゃいけないですけども、基本的

に公的部門、不採算の部門ですね、例えばお手

洗いの部分とか、あるいは観光交流センターと

していわゆる市内のさまざまな施設とかの案内

とか観光案内、こういった部分と、あとは収益

がある程度見込める物産直売所、また飲食コー

ナーはどうかなとは思うんですが、そういった

ものをトータルで何とかとんとんにしてもらい

たいというのが基本的な考え方です。 

 ただし、いろんな計画を立てて実際にシミュ

レーションしてみて、これはどうしても指定管

理料がゼロとはいかないといった場合は、それ

なりの金額は指定管理料として払わなきゃいけ

ないかもしれませんが、基本的には、それで不

採算部門も含めて全部指定管理を受けていただ

いたところに何とか努力していただいて、不採

算部門も含めて自前で運営していただけるよう

なものを望みたいというふうに思ってます。 

 まち・住まい整備課長が申し上げたのは、い

わゆるこれは国土交通省の補助事業で行います

ので、ここの部分はすごく利益上げられますよ

というのは基本的にはだめなんです。あくまで

も、そこは利益を上げる施設ではありませんの

で、したがって公設民営というのは、市でそれ

を建てることによってもうけようということで

は一切ないわけですね、まず基本的に。 

 あと、次には物産とか直売所とか飲食コーナ

ーで利益を上げられるというようなものとは考

えておりませんので、全体を通して何とかとん

とんにということでありますので、指定管理と

しては、民間に任せるというよりは、やはり私

どもの管理できるような、例えば地場産業振興

センターみたいなものが一番望ましいと。なお

かつ地場産業振興センターについては、この11

月の末に臨時総会を開いていただきまして、観

光協会と事務局が一体化することになりました。

そのように決まっておりますので、観光協会は

観光協会で別組織ではありますが、地場産セン

ターのほうで受けていただきますと、観光案内

とかそういった非収益部門についても円滑に運

営してもらえるものというふうに考えておりま

すので、トータルで、あくまでも何とか運営で

きるぐらいの人件費とかそういったものを各指

定管理をした中で生み出してもらえればありが

たいなと考えてるところでございます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ちょっとかみ合わない

んですけれど、私の捉え方が間違いだったら間

違いと言っていただいて結構ですが、仮に市長

が言われるあそこの管理運営を地場産業振興セ

ンターでやりますというふうにしましょう。そ

れイコール、それは運営管理だよね、あそこの

建物の中に入るテナントとして入る物販、直売

というふうなところは、一緒にここがやるんで

すか。ちょっとそこのところ私は理解できない

んですが、そこはどうですか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 指定管理は地場産業振興センタ

ーで例えば受けてもらうというふうになります

と、できない部分というのは、例えば飲食とか

あるかもしれません。あとは今いろんなところ

から話が来てはおりますけれども、例えば直売

所なども冬場など野菜がないとき、そういった

ところなどはＪＡおきたまさんなんかと提携し

ながら、他の直売所とか、俗に言う道の駅なん

かとも提携しながら、その辺などを強化してい

きたい。ただし、飲食については、これから麺

組合とか飲食業組合、また商工会議所のそうい

った飲食サービス部門の部会などありますから、

そういったところと相談させてもらって、テナ

ントとして募集する可能性もなきにしもあらず

かなと。 

 ただし、それはあくまでも地場産センターの
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中で自分たちができない部分を受けてもらうと

いうことでありまして、それが市で直接という

ことではなくて、あくまでも地場産センターの

中でトータル的に、赤字にならないように何と

かその辺のところを自分たちができない部分は

やってもらおうというふうな考え方で、市でこ

この部分にテナントすとんと入れるということ

はしないんではないかなというふうに思います。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ちょっと整理をさせて

いただきますけれど、私ども全員協議会でこう

いうものをもらって説明は受けたわけですけれ

ど、これは、じゃあプロジェクトはこうですよ

というのはわかりました。もう一つ、どこかで、

市民の声もそうですけれども、ジョイントして

具体的にここが、だから地場産業振興センター

だったら地場産業振興センターではいいんです

けれど、ここがこういうふうに運営をしたいの

だというふうに示せる時期というのはいつにな

るんですか。そのいろんなことを踏まえて。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、今実施設計を組んでるわ

けですが、これは３月までの工期というか委託

設計の期間だと思いますけれども、同時並行的

に、まずは先行して管理運営計画をつくって、

それを今しきりに詰めてるところですね。当然、

実施設計のほうにそれを生かさなきゃいけない

ということで、遅くとも来年の１月から２月ぐ

らいまでは最終的に固めなきゃいけないと思い

ます。実施設計組むのが３月末ですから、実際

指定管理とかする場合、それを決定するのは27

年度だというふうに思っております。27年度か

ら実施設計を受けて、今度は具体的な工事の発

注等々が出てくると思います。それと同時並行

的に運営主体を決めていくという作業が出てく

るというふうに思っております。以上です。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 どうも理解できないん

ですけれど、私、せっかくこの案っていうかな、

こういう考え方って、私はある意味では納得し

たんですけれど、そのことも含めてまた検討し

んなねなだという先ほど来の答弁だとすると、

そういう形態が決まんのはいつなんだべなって

思わざるを得ないんですね。だから、その辺の

ところの整理は、これから私自身がつけなきゃ

いけないのかもしれませんけれど、それにして

もやっぱり議論足りねえなと、そういうことで

あるとするならば足りないなというふうに感じ

たところです。 

 これはちょっと別な機会、多分文書質問か何

かになると思いますけれど、させていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願い

します。 

 ちょっと２点目のところに入ってつったって

そんなにないんですけれど、この案が示されま

した。これ私、大変よくできてると思ってます。

これＢ案ということですけれど。ここでいって

る、だけど内容ってのは、その整理っていうの

はどこまで進んでんなべなというところを私、

ちょっと理解できないところもあるんです。 

 この案でいうと、進入路は日産自動車の敷地

を通るから桜の木切ることないとか、あるいは

めぐみ幼稚園との関係でいえば、ここの職員駐

車場を含めて幼稚園が活用し、交流スペースも

活用できんなだとか、中央地区公民館は、ここ

の駐車場も使うことができるであるとかという

ふうなことは言われてるわけですけれども、そ

の内容というのは、具体的にそれぞれの当事者

のところとどこまで詰まってて、こういうふう

にしましょうという合意までいってんなだかと

いうところを私は知りたいんです。そこはどう

なんでしょうか、市長。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 詳しくはまち・住まい整備課長

からも答弁いたさせますが、基本的に髙橋委員

がおっしゃることもよくわかるんですが、ちょ
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っと私のほうで気を使い過ぎなのかもしれませ

んけれども、通常は実施設計組むときは、私ど

も当局側である程度案をつくって、関係団体、

あと検討委員会って市民の皆様と一緒につくっ

てるわけですね。それで大体もう固めて議会に

提案すると。ところが、これはそうじゃなくて、

やっぱり議会からもいろいろ意見をいただくと

いうことなもんですから、これぐらい慎重に手

間取ってるんですよ。 

 例えば指定管理の時期をいつにするんだと、

もうこれできるだけ早く決めたいですよ。だけ

ども、それをあんまり示しますと、やはりまた

いろいろ一方的にやってんじゃないかと、こう

いうふうに言われますので、そこのところが今

まで、本来であれば私どもとあと市民とか関係

団体とで案をつくって、あと議会にご審議いた

だくということが筋なんですけども、そこのと

ころがもう慎重に慎重にやってるもんですから、

ちょっと私もあんまり明言を避けてるというこ

とにご理解いただきたいと思います。 

 なお、各関係する団体とか、そことは合意を

得ているというふうに聞いておりますので、ま

ち・住まい整備課長から答弁いたさせます。 

○蒲生光男委員長 鈴木一則まち・住まい整備課

長。 

○鈴木一則まち・住まい整備課長 髙橋委員のご

質問にお答えをいたします。 

 お手元に資料とありました11月19日の全員協

議会での資料ということでございますが、この

配置レイアウトにつきましては、前段９月16日

に、産業・建設常任委員会協議会の席上で、ま

ず全体的な基本計画からのプランとしてのさま

ざまなレイアウトについて、メリット、デメリ

ットなどの精査をしているというふうなことを

ご報告させていただきました。さらに、その際、

協議会の皆様からもいろいろとご意見をいただ

いたり、それから一般質問などでもご意見をい

ただいたりしてきたところです。 

 さらに、庁内のプロジェクトの運営協議の中

でも、いろんな課題が出てまいりましたので、

このＡからＤ案というふうな４つのパターンを

示した中でいろいろ検討をしたところ、いわゆ

るレイアウト的にいうと、旧白川ダムの宿舎棟

の部分がどうしてもやっぱりデッドスペースと

いいますか、なかなか使い切れないスペースに

なるんではないかというようなことが課題とし

て上げられたところです。ここを例えば施設を

配置することでどういうふうになるかというの

は、またＡからＤの案とは別な形で精査したと

ころ、さまざま活用の仕方とすれば周辺の施設

の方々にもいろいろ使っていただけるプランと

して検討ができるのではないかというふうなこ

とから、このＤ案が一番近かったわけですけど

も、それに変更を加えて新しいＢ案という形で

先だっての全員協議会に、いわゆる基本計画の

時のレイアウト、それから新しいＢ案としての

今、考え方として、方向性としてしたいという

ふうなお話をさせていただいたというところで

す。 

 この考え方は10月29日に長井小学校とめぐみ

幼稚園の関係者が入っていらっしゃる、昨年か

ら行っている観光交流センター検討委員会を開

催いたしました。今年度から民間のいわゆる道

路敷などで係る地権者の方、それからシルバー

人材センターの方にも入っていただきまして３

回目の観光交流センターの検討委員会を開きま

して、内容につきましては、ただいま申し上げ

ましたＡからＤ案をベースにして旧白川ダム宿

舎土地に施設を配置をしていく方向性で説明を

申し上げました。 

 その際、さまざまご意見をいただきましたが、

考え方としては、非常に今までよりはいいだろ

うというふうな形でいただいたところでござい

ます。具体的に全協のほうでお示しした図面と

いう形では明確にお示しできなかったので、次

回の検討委員会で、こういうふうな形というこ



 

―１３４― 

とで、具体的にさらにご意見などを伺ってまい

りたいというふうに考えてるところです。 

 それから、日産自動車の関係ですが、この十

字路からの進入路を整備するにあたり、実は当

初から、こういうルートで日産さんのほうの敷

地のほうにかからざるを得ない部分がありまし

たので、この件につきましては、事前に説明を

させていただいているところです。方法とすれ

ば、日産さんからは、用地のかかった部分につ

いて等価交換という形で、そういう形で形状を

きちっとした形にしてもらいたいというご要望

をいただいてますので、そのような方向性で進

めたいというふうに考えてるところでございま

す。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 端的に言って、関連の

ところとシルバー人材センターも含めて、それ

ぞれ合意ができてるのかということを。 

○蒲生光男委員長 鈴木一則まち・住まい整備課

長。 

○鈴木一則まち・住まい整備課長 関係の団体の

皆様にご了解といいますか、好評をいただいた

ところでございます。 

○蒲生光男委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 好評をいただいたって

のは、まあよくできましたというそういう感じ

なんでしょうけれども、これでいきましょうと

いう確認が本当にできてるのかというのは一番

聞きたかったんですが、聞けませんから聞きま

せんけれど、残された課題もありますので、な

お、ちょっと別なところで再度お聞きをさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。終わります。 

○蒲生光男委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これから各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 
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○蒲生光男委員長 まず、議案第104号 平成26

年度長井市一般会計補正予算第８号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 教育費、22ページの市

史編さんの関係で、文化生涯学習課長にお伺い

をいたしますが、さきに文化生涯学習課長から

は資料要求をしておりまして、その資料をいた

だきました。この資料によりますと、市史編さ

ん委員は５名、それから市史の編集委員は17名

ということで名簿をいただきましたけれど、率

直に言って、私の思いですが、何で他市の人が

こんなにいっぱいいんなやっていう、そういう

感じなんです。長井の人って、もうちょっと割

合的にはいたほうがいいなでないかというふう

に感じるんですけれど、これってどういうふう

に、いわば議論されて、こういうふうな形で抽

出をされたのでしょうか。ちょっとこの名簿見

ても、この人なという感じもあるんですけれど、

そこはどういうふうに、この間検討されたので

しょうか。お聞かせいただきたいと思います。 

○蒲生光男委員長 齋藤理喜夫文化生涯学習課長。 

○齋藤理喜夫文化生涯学習課長 お答えいたしま

す。 

 まず、編さん委員の方を中心に、最初に編さ

ん委員を担っていただける方を検討をいたしま

した。その編さん委員の皆さん方で輪郭を検討

いただきながら、必要となる編集委員の皆さん

方をリストアップさせていただいたというふう

な状況がございます。 




